
赤穂市正保橋町３番２６

戸建住宅地

中規模の一般住宅が
連たんする住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 30 30 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

人口減少や高齢化を背景に、住宅需要は利便性が良好な中心市街
地における選好性が高く、外周部は需要が限られている。

地域要因に大きな変動はないものの、中心市街地からやや離れた
住宅地域であり、選好性はやや低い。需要は弱含みである。

個別的要因に変動はない。

近隣地域及び周辺の類似地域は、千種川以東の戸建住宅地域であるが、土地利用はほぼ自用に限られ、不動産収益を前提と
した賃貸市場が形成されておらず、収益還元法の適用は断念した。当該地域は自用のための取引がほとんどであり、市場参
加者が重視する代替不動産に係る取引事例を基礎とした比準価格は、市場性が反映された信頼性の高い価格と判断する。よ
って比準価格を採用し、標準地及び指定基準地との検討も踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

既成住宅地域として成熟し、地価水準に大きな影響を及ぼす地域要因は見られないが、千種川以東で中心市街地からやや離
れた位置にあるため、選好性がやや劣り住宅需要は弱く、地価は下落傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 55,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

53,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+2.0

-6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
南東 3.4km

ＪＲ播州赤穂
3.4km

(8)

南5.5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位北　５．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

187

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 190  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

53,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

53,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.4％ ％

98.8 ］

98.5［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

53,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+7.0

+20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

69,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

129.7 ］

97.1［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 18日 正常価格

令和 2年 7月 6日令和 2年 7月 1日

10,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 53,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

44,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市内でＪＲ赤穂線沿線の住宅地域である。需要者は赤穂市内の居住者が中心で、世帯分離によるものや赤
穂市内の法人等従業者の住宅取得などが主である。供給は小規模開発による分譲宅地や既存住宅の処分等が中心である。類
似地域内の需給動向は、千種川以東にあって中心市街地の外縁部に位置し、利便性はやや劣ることから、地価はやや弱含み
である。中心価格帯は、土地で１，０００万円前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

横山不動産鑑定事務所

横山重紀



赤穂市塩屋字築田２６５７番８

戸建住宅地

小規模で開発された
区画整然とした一般
住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 10 90 30 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

人口減少や高齢化を背景に、住宅需要は利便性が良好な地域に集
中して、郊外の農家集落等の過疎化が進むなど、二極化が認めら
れる。

地域要因に大きな変動はないものの、中心市街地からやや離れた
住宅地域であり、需要は弱含みである。

個別的要因に変動はない。

近隣地域及び周辺の類似地域は、自用の戸建住宅地域として成熟しているが、ほぼ自用で不動産収益を前提とした賃貸市場
が形成されているとは言い難く、収益還元法の適用は断念した。当該地域は自用のための取引がほとんどであり、市場参加
者が重視する代替不動産に係る取引事例を基礎とした比準価格は、市場性が反映された信頼性の高い価格と判断する。よっ
て比準価格を採用し、標準地及び指定基準地との検討も踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

既成の住宅地域として成熟しており、地価水準に大きな影響を及ぼす地域要因は見られないものの、中心市街地からやや離
れた位置にあることから住宅需要は弱く、地価はやや下落基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 54,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

52,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-2.0

+19.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
北西 1.6km

ＪＲ播州赤穂
1.6km

(8)

西6.5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　６．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

175

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

52,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

62,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.8％ ％

116.6 ］

98.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

52,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

+26.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

69,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

129.8 ］

97.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 18日 正常価格

令和 2年 7月 6日令和 2年 7月 1日

9,190,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 52,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

43,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市内でＪＲ赤穂線沿線の住宅地域である。需要者は赤穂市内の居住者が中心で、世帯分離によるものや法
人従業者等の住宅取得などが主である。供給は小規模開発による分譲宅地、既成市街地内の売却等である。類似地域内の需
給動向は、中心市街地から外縁部に位置しやや利便性が劣ることから、地価は弱含みである。中心価格帯は、８００万円～
１，０００万円前後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

横山不動産鑑定事務所

横山重紀



赤穂市上仮屋北２０番１２

低層住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ閑静な住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 40 40 30 低層住宅地

-

１中専(60,200)

赤穂市は人口減少、少子高齢化を背景に、不動産市場は総じて低
調である。過剰な宅地供給も一因となっている。

地域要因に格別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

周辺の土地の利用の状況から、自用目的の取引が中心である。共同住宅も見られるが、土地価格に見合う賃料水準が形成さ
れていないため、収益価格は低位に求められた。比準価格は同一需給圏内の市場実態を反映しており説得力を有するものと
判断した。よって比準価格を標準に、前年からの各変動要因を分析し、さらに代表標準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑
定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

閑静な住宅地域として成熟しており、地価水準に大きな影響を及ぼす地域要因は見られないものの、需要者の購入予算を抑
える気配を受けて、地価はやや下落基調で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 69,800円／㎡

公示価格 69,000円／㎡

標準地番号 赤穂 4-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

67,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
南西方 1.1km

ＪＲ播州赤穂
1.1km

(8)

北西6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

200

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0 ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 200 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

67,800 円／㎡

7,550 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

69,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.9 -1.7％ ％

100 ］

98.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 25日 正常価格

令和 2年 7月 10日令和 2年 7月 1日

13,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 67,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

55,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市内でＪＲ赤穂線沿線の住宅地域である。需要者は赤穂市内の居住者が中心で、世帯分離を伴うものや企
業従業者の住宅取得などが主である。既成市街地内に存し、住環境が良好なことから比較的需給は安定しているが、需要者
の購入予算を抑える気配を受けて地価は弱含みである。中心価格帯は、土地で１，３００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社ミエコーカンテイ

金子　修二



赤穂市加里屋中洲２丁目１８番

低層住宅地

中規模の一般住宅が
多い住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 50 50 40 低層住宅地

-

１住居(60,200)

赤穂市は人口減少、少子高齢化を背景に、不動産市場は総じて低
調である。過剰な宅地供給も一因となっている。

地域要因に格別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

周辺の土地の利用の状況から、自用目的の取引が中心である。共同住宅も見られるが、土地価格に見合う賃料水準が形成さ
れていないため、収益価格は低位に求められた。比準価格は同一需給圏内の市場実態を反映しており説得力を有するものと
判断した。よって比準価格を標準に、前年からの各変動要因を分析し、さらに代表標準地並びに指定基準地との検討を踏ま
え、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

駅や生活諸施設への接近性に優り、利便性の高い地域である。比較的画地規模が大きく品等の高い住宅が多い住宅地域で、
将来的にも現在の良好な住環境を維持していくものと思われる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 71,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

69,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-3.0

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
南東方 570m

ＪＲ播州赤穂
570m

(8)

北西5m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　　　
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

338

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0 ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 340 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

69,800 円／㎡

7,870 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

69,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.8％ ％

97.0 ］

98.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

69,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-3.0

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

69,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

97.0 ］

97.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 25日 正常価格

令和 2年 7月 10日令和 2年 7月 1日

23,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 69,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

57,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市内でＪＲ赤穂線沿線の住宅地域である。需要者は地元居住者が中心である。既成市街地内に存し、住環
境が良好なことから比較的需給は安定しているが、需要者の購入予算を抑える気配を受けて地価は弱含みである。中心価格
帯は、土地で２，４００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社ミエコーカンテイ

金子　修二



赤穂市三樋町３０番

戸建住宅地

一般住宅等が建ち並
ぶ区画整然とした住
宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 40 50 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

赤穂市は人口減少、少子高齢化を背景に、不動産市場は総じて低
調である。過剰な宅地供給も一因となっている。

地域要因に格別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

周辺の土地の利用の状況から、自用目的の取引が中心である。共同住宅も見られるが、これらは節税対策を目的としたもの
で、賃料水準が土地価格を含めた投資採算に見合わない水準であるため、収益還元法の適用は断念した。比準価格は同一需
給圏内の市場実態を反映しており説得力を有するものと判断した。よって比準価格を標準に、前年からの各変動要因を分析
し、さらに代表標準地並びに指定基準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｓ２

区画整然とした幹線背後の住宅地域であり、戸建住宅地域として成熟の度合いを深めていくものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 67,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

65,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
南西方 1.6km

ＪＲ播州赤穂
1.6km

(8)

北東6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

186

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0 ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

65,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

69,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.0％ ％

104.0 ］

98.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

65,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

69,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

104.0 ］

97.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 25日 正常価格

令和 2年 7月 10日令和 2年 7月 1日

12,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 65,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

53,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市及びその周辺市町の住宅地域である。需要者は圏内居住者中心であり、外部からの転入は少なく、赤穂
市内の法人従業者等が典型的な需要者である。区画整然とした住宅地域で、周辺では小規模宅地開発も行われている。価格
帯は土地で総額１，２００万円程度、新築戸建分譲の土地建物総額で２，５００万円前後～２，７００万円前後が需要の中
心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社ミエコーカンテイ

金子　修二



赤穂市尾崎字東ノ町６４９番

戸建住宅地

在来の一般住宅が連
たんしている古くか
らの住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 40 40 40 戸建住宅地

-

１住居(60,200)
地区計画等

利便性の良い市内中心部は取引も多いが、周辺部や郊外では高齢
化・人口減少が続き空家も増加傾向にあり、地価の二極化が進ん
でいる。

地域自体に大きな変動要因はないが、周辺で街路整備が進み、利
便性が向上したが、密集住宅地域のため選好性の低下がみられる。

個別的要因に変動はない。

地縁性を背景とした古くからの住宅地域であるが、ほとんど自用の戸建住宅であり、賃貸市場が成熟していないため、収益
価格は求め得なかった。当該地域は自用目的の不動産取引が中心のため、市場の取引実態を反映した比準価格は説得力を有
するものと判断した。よって、比準価格を標準に、指定基準地との検討を踏まえ、さらに前年からの各変動要因を十分に分
析の上、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

成熟した既成住宅地域で、地域的に大きな変動要因はない。古くからの住宅が密集して建ち並んでおり、当面現状維持で推
移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 41,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

40,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

+30.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
南東 2.1km

ＪＲ播州赤穂
2.1km

(8)

南6m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位北　６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

115

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

40,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

51,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.1％ ％

128.7 ］

98.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

40,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+5.0

+65.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

69,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

173.3 ］

97.1［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 18日 正常価格

令和 2年 7月 6日令和 2年 7月 1日

4,650,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 40,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

33,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市及びその近接市町の既成住宅地域である。千種川以東の古くからの住宅地域で、街路は幅員の狭いもの
が多く、比較的規模の小さい住宅が密集している。地縁性が強い住宅地域のため、外部からの転入は極めて少ない。土地で
５００万円前後、土地建物で１，０００万円前後の取引が中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

横山不動産鑑定事務所

横山重紀



赤穂市新田字居村１８９番

戸建住宅地

一般住宅が建ち並ぶ
古くからの住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 130 60 90 戸建住宅地

-

１住居(60,180)
土砂災害警戒区域

市内各所で区画整理による大量供給が見込まれ、地価は弱含みで
推移している。

既成住宅地域であり、地域的に特段の変動要因は見られない。

個別的要因に変動はない。

賃貸市場の未成熟な戸建住宅地域であり、収益性による価格への影響は極めて低いため収益価格は求め得なかった。当該地
域は自用目的の不動産取引が中心であるから、取引価格を指標に価格を決定することが一般的であり、類似不動産の市場実
態を反映した比準価格は説得力を有するものと判断した。よって、比準価格を標準に、指定基準地並びに付近標準地との検
討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

概ね成熟した既成住宅地域で、地域的に大きな変動要因は見られず、当面現状維持で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 45,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

44,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

0.0

+35.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
北西方 2.1km

ＪＲ播州赤穂
2.1km

(8)

南西4.5m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

(60,180)

特にない 基準方位北
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

145

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

44,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

62,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.3％ ％

139.1 ］

98.5［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

44,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+5.0

+43.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

69,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

154.7 ］

97.1［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 15日 正常価格

令和 2年 7月 17日令和 2年 7月 1日

6,380,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 44,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

36,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市及びその近接市町の住宅地域。需要者は同一需給圏内の居住者が中心で、圏域外からの転入は少ない。
集落的色彩の残る既成住宅地域であり選好性はやや劣り、需給ともに低調に推移している。価格帯は、土地で６００万円前
後～７００万円前後、中古不動産でも１０００万円を超えるものは少ないと思われる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　播磨総合鑑定

一色かつみ



赤穂市折方字天神山１３１５番４０

戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北90 60 30 20 戸建住宅地

-

「調区」(60,200)

赤穂市は人口減少、少子高齢化を背景に、不動産市場は総じて低
調である。過剰な宅地供給も一因となっている。

地域要因に格別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

周辺の土地の利用の状況から、自用目的の取引が中心で、賃貸市場は未成熟であるため収益価格を求め得なかった。比準価
格は同一需給圏内の市場実態を反映しており説得力を有するものと判断した。よって比準価格を標準に、前年からの各変動
要因を分析し、さらに付近標準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

既成住宅地域として成熟しており、地価水準に大きな影響を及ぼす地域要因は見られないものの、中心市街地からやや離れ
た位置にあることから住宅需要は弱く、地価は下落傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 30,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

28,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 11

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+1.0

+7.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ天和駅
北東方 1.3km

ＪＲ天和
1.3km

(8)

北5m市道

「調区」
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北　　　
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

168

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0 ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 170 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

28,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

33,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-5.7％ ％

110.2 ］

96.8［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 25日 正常価格

令和 2年 7月 10日令和 2年 7月 1日

4,750,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 28,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市及びその隣接市町の郊外の住宅地域である。需要者は地元居住者が中心で、世帯分離に伴うものや地縁
者間の取引が主であり、圏外からの転入者は限定的である。供給は空家や未利用地が増加しており取引量は少ない。中心市
街地からやや離れており需要は弱い。中心価格帯は、土地で５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社ミエコーカンテイ

金子　修二



赤穂市高雄字河原２１２０番３

戸建住宅地

農家住宅、一般住宅
の混在する住宅地域

5

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 20 30 120 戸建住宅地

-

「調区」(60,200)

地方の村落や既成住宅地域では、高齢化並びに世帯数の減少が進
み、空き家の増加が懸念されている。

在来集落地域であり、地域的に特段の変動要因は見られない。

個別的要因に変動はない。

在来の集落地域であり、賃貸不動産は見当たらず、賃貸市場は著しく未成熟のため収益価格は求め得なかった。当該地域は
自用目的の不動産取引が中心であるから、取引価格を指標に価格を決定することが一般的であり、類似不動産の市場実態を
反映した比準価格は説得力を有するものと判断した。よって、比準価格を標準に、指定基準地並びに付近標準地との検討を
踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

在来の集落地域で特段の変動要因はないが、中心部から離れ、空き家率も高く、地価は下落基調に推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 18,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

17,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 12

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.0

+2.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ坂越駅
北方 4km

ＪＲ坂越
4km

(8)

南東4m市道

「調区」
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

344

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

17,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

18,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-6.0％ ％

104.9 ］

97.2［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

0.0台形

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

17,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

相生（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+8.0

+5.0

-40.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

12,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

68.0 ］

95.3［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 15日 正常価格

令和 2年 7月 17日令和 2年 7月 1日

5,920,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 17,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は赤穂市及びその近接市町の在来集落地域。地縁性が強い住宅地域であり、需要者は近隣居住の親族や知人間取
引が中心で、外部からの転入は稀である。需要は弱く、売りたくても売れない潜在的な土地供給は多いものと見られる。取
引件数が少なく、また知人間や縁故間等事情を含む場合が多いことから、取引の中心となる価格帯は見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －

基準地番号 提出先

9 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　播磨総合鑑定

一色かつみ



赤穂市東浜町１７番外

低層の店舗住宅併用地

医院、店舗、一般住
宅等が混在する路線
商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 90 180 40 中低層の店舗住宅併用地

-

２中専(60,200)

千種川以東の東浜周辺において広がる住宅地域が成熟しており、
これを後背地として幹線道路沿いに路線型商業施設が増加しつつ
ある。

両側に歩道を有する広幅員の県道沿いの路線型商業地域で、車両
の出入りが容易なため、商業性は高まりつつある。

個別的要因に変動はない。

近隣地域や周辺類似地域の店舗は自用中心のものが主勢である。投下資本に見合う収益性が確保されないものが多く、従っ
て収益価格は低位に求められ、試算価格の精度は劣る。一方、比準価格は代替競争関係が認められる商業地の取引事例に基
づき導かれており信頼性は高い。よって豊富な取引事例から求めた比準価格を標準に、収益価格は参考に留め、地価公示代
表標準地及び指定基準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

医院
Ｗ１

千種川以東の東浜において、広幅員の幹線道路に面する路線型商業地域であり、後背地の住宅地域が成熟していることから、
現在の商業性は今後も維持されると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

59,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+8.0

+16.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
南東 2.7km

ＪＲ播州赤穂
2.7km

(8)

西16m県道

２中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １６ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

594

( )

⑨法令上の規制等

1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

30.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

59,300 円／㎡

17,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

76,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間％ ％

127.8 ］

99.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

59,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

赤穂（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+8.0

+30.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

84,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

140.4 ］

98.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 18日 正常価格

令和 2年 7月 6日令和 2年 7月 1日

35,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 59,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

48,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね赤穂市及びその隣接市町の商業地域である。需要者は同一需給圏内に地縁性を有する個人事業者又は中小
法人である。千種川以東では大型商業施設もなく、路線型商業地の需要が見込まれる。相対的に取引件数が少なく、画地規
模や需要者の業種も多様であり、中心となる価格帯は見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

横山不動産鑑定事務所

横山重紀



赤穂市加里屋中洲１丁目２４番１外

低層店舗地

低層店舗が建ち並ぶ
中に住宅が残る商業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 120 140 低層店舗地

-

１住居(60,200)

経営者の高齢化や後継者不足並びにコロナ禍等の社会的な要因を
背景に新規の店舗展開は期待できない状況にある。

地域的に特段の変動要因は見られない。

個別的要因に変動はない。

自用の不動産を主体とする地域であり、収益性によって価格が形成される地域ではない。賃貸市場は未成熟で、近接して店
舗等の賃貸事例は少ない。当該地域は自用目的の不動産取引が中心であるから、取引価格を指標に価格を決定することが一
般的であり、類似不動産の市場実態を反映した比準価格は説得力を有するものと判断した。よって比準価格を標準に、収益
価格の意義を斟酌し、さらに付近標準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

赤穂市にあっては繁華性が比較的高く、付近核店舗からの客足の流れも期待できる商業地域であり、概ね現状維持で推移す
るものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 84,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

82,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+3.0

-2.0

+4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
南東方 630m

ＪＲ播州赤穂
630m

(8)

南東16m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

394

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 24.0  ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

83,500 円／㎡

25,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

88,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2％ ％

107.1 ］

99.5［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 15日 正常価格

令和 2年 7月 17日令和 2年 7月 1日

32,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 83,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

66,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、赤穂市及びその近接市町の商業地域及び混在地域を含む圏域。市内にあっては繁華性は比較的高いが、商圏
は狭く、需要者は地元の個人事業者が中心と想定される。地方商業地は、新規出店や店舗入替えは少なく、不動産取引が少
ないことから、中心となる価格帯は見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　播磨総合鑑定

一色かつみ



赤穂市加里屋字磯１１２０番１１６

中小工場地

中小規模の工場、倉
庫等が見られる工業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北160 200 190 130 中小工場地

-

工専(60,200)

赤穂市は人口減少、少子高齢化を背景に、不動産市場が低調な中、
工業地は業種により実需要が散見されるようになった。

地域要因に格別の変動はない。

個別的要因に変動はない。

周辺の土地の利用の状況から、自用目的の取引が中心で、貸し工場や倉庫等の賃貸事例を得られず収益価格は求め得なかっ
た。比準価格は同一需給圏内の市場実態を反映しており説得力を有するものと判断した。よって比準価格を標準に、前年か
らの各変動要因を分析し、さらに付近標準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

倉庫兼工場

中小工場が建ち並ぶ工業団地で、特段の変動要因もないことから概ね現状維持で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 23,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

23,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

赤穂 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-1.0

-12.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ播州赤穂駅
南西方 2km

ＪＲ播州赤穂
2km

(8)

南西14m市道

工専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,000

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

30.0 ｍ、　奥行　約 34.0  ｍ、　規模 1,000 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

23,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

20,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.4％ ％

86.2 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 22日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 25日 正常価格

令和 2年 7月 10日令和 2年 7月 1日

23,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 23,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

19,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね兵庫県南西部の工業地域である。需要者の中心は、画地規模から同一需給圏内に活動拠点を置く中小法人
が想定される。都市部からやや離れ、工業地の需給は低位安定的である。取引件数が少なく規模も様々であることから中心
となる価格帯は見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

赤穂（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

赤穂（県） －9

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第７

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社ミエコーカンテイ

金子　修二


